
1 

 

公立大学法人周南公立大学の各事業年度の業務実績評価（年度評価）実施要領 

 

令和４年７月１５日決定 

令和６年○月○○日廃止 

周南市公立大学法人評価委員会 

 

この要領は、周南市公立大学法人評価委員会（以下「評価委員会」という。）が、公立大

学法人周南公立大学（以下「法人」という。）の各事業年度における業務実績評価（以下「年

度評価」という）の実施に関し、「公立大学法人周南公立大学の業務実績評価の基本的な考

え方」に基づき、必要な事項を定めるものとする。 

 

１ 実施方法 

  年度評価は、法人が提出する業務実績報告書を基に行うものとし、法人は、当該報告

書に自己点検・自己評価結果を記載するものとする。評価委員会は、当該報告書及び法

人への聴取、現地視察等により業務実績の状況を確認し、評価を行う。 

 

２ 評価の手順 

（１）法人による自己点検・評価 

ア 小項目別評価 

 法人は、年度計画の記載項目（小項目）及び指標ごとに、当該事業年度の業務の実

績を明らかにするとともに、以下の５段階により自己評価する。 

評価 定義 

５ 年度計画を大幅に上回って実施している（特に優れるもしくは顕著な成果が

ある） 

４ 年度計画を上回って実施している（上回るもしくは十分な実施状況） 

３ 年度計画をおおむね実施している（実施） 

２ 年度計画を十分に実施できていない（下回るもしくは実施が不十分） 

１ 年度計画を大幅に下回っている（特に劣るもしくは実施していない） 

 

イ 大項目別評価 

   法人は、小項目別評価の結果を踏まえ、中期計画の次の事項（以下「大項目」）ごと

に、当該事業年度における中期計画の進捗状況について、記述式により自己評価する。 
 
  Ⅰ 教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

①教育に関する目標を達成するための措置 

②研究に関する目標を達成するための措置 

 Ⅱ 地域社会との連携・共創、地域貢献に関する目標を達成するための措置 

 Ⅲ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置 

 Ⅳ 財務内容の改善に関する目標を達成するための措置 

 Ⅴ 自己点検､評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するための措置 

Ⅵ その他業務運営に関する重要事項を達成するための措置 

（廃止案） 
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ウ 全体評価 

 法人は、大項目別評価の結果を踏まえ、当該事業年度における業務実績の全体につ

いて、記述式により総合的な自己評価を行う。 

 

（２）評価委員会による評価 

ア 小項目別評価 

   評価委員会は、法人から提出された業務実績報告書その他の資料の確認、及び法人

への聴取等により、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査・分析を行う。 

 その結果を踏まえて、小項目ごとの進捗状況について、上記（１）アに定める評価

基準に沿って評価を行う。その際、法人による評価と評価委員会による判断が異なる

場合は、その評価結果及び理由等を示す。また、その他、評価委員会において必要が

ある場合はコメントを付す。 

 

イ 大項目別評価 

 評価委員会は、上記アの小項目別評価の結果を踏まえ、中期計画の達成に向けた業

務の進捗状況を勘案し、次の５段階により評価するとともに、その評価理由を明らか

にする。 

評価 定義 判断の目安 

s 中期計画の達成に向け

特筆すべき進捗状況で

ある 

小項目別評価の各項目の評定の平均値が４.３以上

であり、かつ、業務の進捗状況や特記事項の内容に

特筆すべき進捗や取組があると評価委員会が認め

る場合 

ａ 中期計画の達成に向け

順調に進捗している 

・小項目別評価の各項目の評定の平均値が３.５以

上４.２以下であり、かつ、評価委員会が「ａ」と

認める場合 

・小項目別評価の各項目の評定の平均値が３.５以

上４.２以下に満たないが、主たる業務の進捗状況

や特記事項の内容を総合的に勘案して評価委員会

が「ａ」と認める場合 

ｂ 中期計画の達成に向け

おおむね順調に進捗し

ている 

・小項目別評価の各項目の評定の平均値が２.７以

上３.４以下であり、かつ、評価委員会が「ｂ」と

認める場合 

・小項目別評価の各項目の評定の平均値が２.７以

上３.４以下に満たないが、主たる業務の進捗状況

や特記事項の内容を総合的に勘案して評価委員会

が「ｂ」と認める場合 
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ｃ 中期計画の達成のため

には進捗がやや遅れて

いる 

・小項目別評価の各項目の評定の平均値が１.９以

上２.６以下であり、かつ、評価委員会が「ｃ」と

認める場合 

・小項目別評価の各項目の評定の平均値が１.９以

上２.６以下に満たないが、主たる業務の進捗状況

や特記事項の内容を総合的に勘案して評価委員会

が「ｃ」と認める場合 

ｄ 中期計画の達成のため

には進捗が遅れており、

改善の必要がある 

小項目別評価の各項目の評定の平均値が１.８以下

であり、中期計画の達成のためには改善の必要があ

ると評価委員会が認める場合 

 

ウ 全体評価 

   評価委員会は、上記イの大項目別評価の結果を踏まえ、当該事業年度における業務

実績の全体について、次の５段階により評価するとともに、当該事業年度における業

務実績の全体について、記述式により総合的な評価を行う。また、必要がある場合は、

法人に対する業務運営の改善その他の勧告事項を記載する。 

評価 定義 

Ｓ 中期計画の達成に向け特筆すべき進捗状況である 

Ａ 中期計画の達成に向け順調に進捗している 

Ｂ 中期計画の達成に向けおおむね順調に進捗している 

Ｃ 中期計画の達成のためには進捗がやや遅れている 

Ｄ 中期計画の達成のためには進捗が遅れており、改善の必要がある 

 

３ その他 

 この各事業年度の業務実績評価（年度評価）実施要領は、必要に応じ、評価委員会に諮

ったうえで見直しを行う。 

 


